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はじめに 近年，都市化の進展に伴い都市域に

おける雨水流出量は増加し，下水道網や中小河川網

の排水能力を超えたことによる内水被害が発生して

いる また，国土の狭い日本の都市域には人・資産が

過剰に集積しており，都市域に住む多くの住民が依

然として水災害リスクの高い地域に住んでいる．

こうした水災害リスクの高い地域において，土地

利用や建築物に対する規制を実施した場合，水災害

被害は軽減すると期待される．しかしながらその一

方で，規制に伴い流域の土地空間の利用は制限され

るため，平常時における利便性や快適性が低下する

というマイナスの側面もある．では水災害危険度に

基づき土地利用規制や建築規制を行うことは，対象

地域にとって有益な選択肢となり得るのだろうか

以上のような観点から，本研究では水災害危険度

に基づく土地利用規制・建築規制を実施した際に発

生する費用と便益を評価する手法を提案し，実際の

地域に適用する．対象とする地域は日本を代表する

都市域である大阪・東京地域とする．

評価手順 まずはじめに，各規制の基準となる

水災害危険度を雨水氾濫解析で評価する 水災害危

険度は推定浸水深という形で表現される．次に，対象

地域に立地均衡モデルを適用することによって，規制

を実施した場合の立地状況を予測する 最後に，規制

に伴い発生する費用便益を算出し，比較評価を行う

立地均衡モデル 立地均衡モデルとは，対象と

する地域をいくつかの領域 ゾーン に分割し，各ゾー

ンごとに住宅地の需給量が均衡するとして，ゾーン

ごとの地代や世帯数を求めるものである 世帯は自

らの効用に影響を与える環境質を考慮し，効用を最

大化するように立地しようとする．

土地利用規制 本研究で想定する土地利用規制

は，床上浸水が予想される地域の住宅地としての利

用を一切禁止するものである．規制が実施されると，

， ，

地主は自らが所有する土地のうち，水災害危険度の

高い地域を住宅地として供給できなくなる．

建築規制 本研究で想定する建築規制は，床上

浸水が予想される地域において，一階部分の床面が

浸水面より高くなるように，かさ上げするものであ

る．この際，地盤面の高さについては変えずに，ピロ

ティ建築のような形態をとるものとする．ある地域

が建築規制の対象となると，その地域を所有する地

主は，住宅に対して嵩上げ工事を行わねばならない．

本研究では，この床の嵩上げ工事にかかる費用を，地

主が地代の上昇という形で回収すると仮定する

費用便益評価手法

世帯・不在地主の費用 規制を行うと，平常時

の利便性・快適性が失われ，世帯の効用は低下すると

考えられる．この失われた効用が規制に伴い発生す

る世帯の費用となる．また立地状況の変化により地

主の便益についても変化が生じる．立地均衡モデル

を用いて，規制を行った際の立地状況を予測し，規制

を実施した場合と実施しない場合の供給者余剰の差

を規制に伴い発生する地主の費用として算出する。

水災害被害の軽減による便益 水災害被害額

の算出には，水害統計 における一般資産等水害被

害率（家屋及び家庭用品）を用いる 本研究では，床

下浸水が発生する浸水深を ，床上浸水が発生す

る浸水深を と定義している．また，各住宅形式

ごとに一階部分に居住する世帯の割合を算出し，一

階部分に居住する世帯が被害を受けるものとする 再

現期間 ～ 年の降雨事象に対する雨水氾濫解析の

結果から，水災害被害額の年間期待値を算出し，規

制を実施した場合と実施しない場合との差額を取る

ことで，水災害被害の軽減による便益を算出する．

大阪地域における分析結果 大阪の対象地域は

寝屋川流域であり，流域の大部分が低平地となってい

る．このため，広く浅く浸水する傾向がある．

Ⅱ- 31

平成20年度土木学会関西支部年次学術講演会



図 土地利用規制 大阪

図 建築規制 大阪 図 建築規制 大阪

本地域を三次メッシュで分割すると ゾーンとなる．

立地均衡モデルおよび費用便益評価手法を流域に適

用し，各規制を行った際の費用便益を評価する．この

際，建築規制については二通り考えている．東京都

中野区の高床式工事助成事業 にしたがい，床面を

一律 嵩上げする場合を規制 ，浸水深に応じて

床上浸水を発生させないように規制を行う場合を規

制 とする．図 ～図 に結果を示す．

まず，社会的な総便益は土地利用規制と建築規制

の両方で，全ての規制レベルについて正となった．次

に，土地利用規制と建築規制を比較した場合，頻繁

に発生するような軽度の水災害を規制の基準とする

場合は，土地利用規制と建築規制との間に大きな差

異は見られなかった．しかし，大きな被害が予想され

るような水災害を基準とする場合には，建築規制に

伴う社会的な総便益が土地利用規制のそれを上回る

ような結果となった．

東京地域における分析結果 東京における対象

地域は，東京都河川流域（神田川流域，隅田川流域，

石神井川流域，野川等流域，黒目川等流域）である．

東京地域では，河川の近くで局所的に浸水する傾向

がある．本地域を 次メッシュ単位で分割すると

ゾーンとなる．図 ～図 に結果を示す．

まず，社会的な総便益について見ると，土地利用規

制において，規模の大きな水害に対して規制を行っ

た場合に総便益が負となっている．また，大阪地域と

図 土地利用規制 東京

図 建築規制 東京 図 建築規制 東京

異なり建築規制 と の間に差異が見られる．これ

は，東京地域では深く浸水する地域が多数出現する

ためである．

結論 本研究では，各規制に伴い発生する費用

便益を評価する手法を提案し，大阪・東京の両地域

に適用した．その結果，以下のことが分かった．まず

地域間の比較を行うと，浸水状況や，住民の立地行

動パターンの相違によって，規制がもたらす影響は

異なっている．次に土地利用規制と建築規制の比較

をすると，頻繁に起こるような水災害を基準に規制

を行う場合には，両規制間に大きな差異は見られな

かった．ところが，大きな水災害を基準として規制を

行う場合には，建築規制による総便益が土地利用規

制によるそれを上回る結果となった．これらのこと

から，比較的小さな降雨に対しても床上浸水が発生

するような地域においては土地利用規制を行い，あ

る程度大きな降雨で床上浸水が発生するような地域

に対しては建築規制を行うといった，両者を組み合

わせた規制を行うことも考えられる．
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